
居宅介護支援事業所 各位

令和7年10月よりケアマネジメントBが変更となりました。

ケアマネジメントBに関する主な改正内容としては、

①   ケアプランが必須でなくなる（ケアマネジメント結果等記録へ変更）

②   サービス担当者会議が必須でなくなる

③   モニタリングが必須でなくなる

④   　評価が必須でなくなる

最新情報や各種資料等の詳細については『NAGOYAかいごネット』にてご確認してください。

  西部　令和８年１月２８日（水）　　　　東部　     令和８年１月１４日（水）

　　      令和８年２月２５日（水）　　　　　　　　　   令和８年２月１８日（水）

医師の専門相談（もの忘れ専門医が、認知症の症状や治療について相談を受けます）

《今後の事業予定》　

名古屋市北区西部・東部いきいき支援センター

　師走の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。日頃から、いきいき支援センター
業務にご理解・ご協力賜りありがとうございます。

　今年も残すところわずかとなり朝晩の冷え込みが厳しくなりましたが、皆様お変わりなくお
過ごしでしょうか。いきいき支援センター便りを送らせて頂きますので、身近な情報やケアマネ
ジャー向けの勉強会・サロンなどの情報についてご確認ください。

ケアマネジメントBの変更について

介護サービスの利用が、運動型通所サービス・ミニデイ型通所サービス・生活支援型訪問サービ
スのみの場合ケアマネジメントBとなります。

ケアプランの新様式『ケアマネジメント結果等記録（ケアマネジメントB）』か従来の様式をその
まま使って頂く事も可能です。

家族支援事業のご案内

家族の「困った」を少しでも『良かった』に！　認知症の人を支援ている家族のみなさまへ

　毎月いきいき支援センターでは、家族支援事業を開催していますが、参加される方が限定的
な状況にあります。

　日頃から、ケアマネジャーの方は認知症を患った利用者・ご家族に携わる機会も多いと思いま

すので、ぜひご紹介していただければと思います。

　　      令和８年３月２５日（水）　　　　　　　　　   令和８年３月１８日（水）

家族サロン（介護の悩みや情報交換など、息抜きができる憩いの場）

  西部　令和８年１月２１日（水）　　　　東部　    令和８年１月１５日（木）

          令和８年２月１８日（水）　　　　　　　　　　令和８年２月１９日（木）

          令和８年３月１８日（水）                     　令和８年３月１９日（木）

北区いきいき支援センター便り 令和７年度

冬号



                                                                

　　　　　　　　　　　　　　　　※諸事情により、変更になる場合もあります。

発行元：北区東部いきいき支援センター　（電話：９９１－５４３２）高橋・桐山・松吉・増田
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ケアマネ
勉強会

ケアマネ
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北区東部いきいき支援センター　お友達登録募集中

　LINE公式アカウント開設しました。

　このアカウントから、北区東部いきいき支援

　すので、お友達追加お願いします。

令和７年
１２月２６日

13：30
～

16：40

内容 主催（講師など）

あすわひのきケアプラ
ンセンター

下鶴　紀之先生

　センターの情報など、定期的に配信していま

北警察署

（交通安全課）

高齢者虐待相談
センター
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1５：30

令和８年
１月２０日
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北区居宅連
（幹事会）

時間

令和8年
２月２０日

13：30
～

16：40

第５回
ケアマネ
勉強会

ケアプラン
チェック

自転車に関す
る道路交通法
改正について

虐待について

担当

西部

西部

東部

　　　　　北区西部いきいき支援センター　　（電話：９１５－７５４５）　持田・居相　　

　　　　　北区西部いきいき支援センター分室（電話：９０２－７２３２）　草野・安藤

令和８年
３月１７日

13：30
～

16：40

第３回
北区居宅介護
支援事業所

連絡会
勉強会

意思決定支援
について

西部

令和７年度 ケアマネ勉強会及び研修等の開催予定






